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伊勢市告示第４号 

 

公    示 

 

 次の放置自動車を、伊勢市放置自動車の発生の防止及び適正処理に関す

る条例第 10 条第１項の規定により移動し、同条第２項の規定により保管し

ていますので、同条第４項後段の規定により公示します。 

 この放置自動車の所有者等又はこの放置自動車の所有者等に心当たりの

ある方は、申し出てください。 

 

平成 19 年１月 19 日 

 

                 伊勢市長 森 下 隆 生     

 

整 理 番 号 1821 

放置されていた場所 伊勢市御薗町長屋地内 市道長屋 22 号線 

移 動 し た 日 時 平成 18 年 11 月 14 日 

保 管 を 始 め た 日 時 平成 18 年 11 月 14 日 

保 管 の 場 所 伊勢市佐八町地内 伊勢市車庫水防倉庫 

移 動 保 管 の 理 由 
当該放置自動車により、市管理地及びその周辺の生

活環境に著しい障害が生じているため 

メーカー名 三菱 塗 色 白色 

車 名 デボネア 自動車登録番号 岐阜 300 ふ・960

放置自

動車の

形態等 型式・種別 E‐S27A・普通 車 台 番 号 S27A-0200245 

 

申出先  伊勢市都市整備部維持管理課管理係 

（電話 0596－21－5589） 
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伊勢市告示第５号 

 

伊勢市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例第 15 条第

２項の規定により、廃物認定外放置自動車を次のとおり告示します。 

 この放置自動車の所有者等又はこの放置自動車の所有者等に心当たりの

ある方は、申し出てください。 

 なお、この告示の日の翌日から起算して６月を経過しても申出がないと

きは、当該放置自動車を不要物として処分します。 

 

平成 19 年１月 19 日 

 

                 伊勢市長 森 下 隆 生     

 

１ 廃物認定外放置自動車 

整 理 番 号 1821 

警告書はり付け日 平成 18 年 10 月 26 日 

放 置 場 所 伊勢市御薗町長屋地内 市道長屋 22 号線 

メーカー名 三菱 塗 色 白色 

車 名 デボネア 自動車登録番号 岐阜 300 ふ・960

放置自

動車の

形態等 型式・種別 E‐S27A・普通 車 台 番 号 S27A-0200245 

 

２ 申出先  伊勢市都市整備部維持管理課管理係 

（電話 0596－21－5589） 
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伊勢市教育委員会告示第１号 

 伊勢市教育委員会会議を次のとおり招集します。 

  平成 19 年１月 19 日 

 

                    伊 勢 市 教 育 委 員 会 

                    委員長 角 前 泰 之 

 

記 

 

１ 日 時  平成 19 年１月 23 日（火）午後１時 30 分 

２ 場 所  伊勢市役所東庁舎  ４階２会議室 

３ 会議に付する事件 

 

   議案第１号 平成１9 年度学校業務員、給食調理士及び幼稚園教諭の人 

事異動方針について 

議案第２号 伊勢市人権教育基本方針の策定について 
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伊勢市上下水道事業告示第２号 

 

 伊勢市指定給水装置工事事業者規程（平成 17 年上下水道事業管理規程第

17 号）第５条の規定により伊勢市指定給水装置工事事業者を次のとおり指

定しましたので、告示します。 

 

平成 19 年１月 22 日 

 

伊勢市長 森 下 隆 生     

 

 

指定 

番号 
事業者名 所  在  地 指定年月日 

259 和設備 伊勢市上野町 3408 番地 平成 19 年１月 17 日

 

5



伊勢市上下水道事業告示第３号 

 

 伊勢市下水道排水設備指定工事店規程（平成 17 年上下水道事業管理規程

第２号）第３条第１項の規定により、伊勢市下水道排水設備指定工事店を

次のとおり指定しましたので、同規程第 13 条第１項の規定により告示しま

す。 

 

平成 19 年１月 29 日 

 

伊勢市長 森 下 隆 生     

 

 

指定 

番号 
工事店名 所  在  地 指定年月日 

299 和設備 伊勢市上野町 3408 番地 平成 19 年１月 19 日
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伊勢市上下水道事業告示第４号 

 

 伊勢市下水道排水設備指定工事店規程（平成 17 年上下水道事業管理規程

第２号）第３条第１項の規定により、伊勢市下水道排水設備指定工事店を

次のとおり指定しましたので、同規程第 13 条第１項の規定により告示しま

す。 

 

平成 19 年１月 30 日 

 

伊勢市長 森 下 隆 生     

 

 

指定 

番号 
工事店名 所  在  地 指定年月日 

300 
有限会社 

シンコー工業 

多気郡明和町大字行部

409 番地５ 
平成 19 年１月 23 日
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伊勢市公告第３号 

 

   犬の抑留について 

 

 次の犬を狂犬病予防法（昭和 25 年法律第 247 号）第６条第１項の規定に

より抑留した旨の通知が三重県伊勢保健福祉事務所長からありましたので、

同条第８項の規定により公告します。 

 

  平成 19 年１月 24 日 

 

                 伊勢市長 森 下 隆 生     

 

１ 抑留した犬 

番号 捕獲した場所 種類 毛色 性別 体格 年齢 その他 

１ 伊勢市朝熊 雑種 黒 不明 中 不明  

２ 抑留した日 平成 19 年１月 24 日 

３ 抑留期限  平成 19 年１月 26 日 

４ 連絡先 

  伊勢市生活環境部環境政策課（電話 0596-21-5540） 

  三重県伊勢保健福祉事務所保健衛生室（衛生指導課）（電話 0596-27-5151） 
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伊勢市公告第４号 

 

 伊勢市営住宅管理条例（平成 17 年伊勢市条例第 163 号）第４条の規定に

より、空家入居者の募集を次のとおり行います。 

 

  平成 19 年１月 25 日 

                 伊勢市長 森 下 隆 生     

 

１ 受付の期間及び時間 

平成 19 年２月５日（月）から同月 15 日（木）までの午前８時 30 分

から午後５時まで（土曜日、日曜日及び祝日は除きます。）。ただし、２

月５日（月）は、午前８時 30 分から午後７時まで 

２ 受付場所 

  伊勢市都市整備部建築住宅課 

３ 募集戸数  

  ４団地、11 戸募集いたします。詳細は次のとおりです。 

団

地

名 

※

構

造 

部屋数 建設年度 
浴

槽

給

湯

ト

イ

レ

駐

車

場

空

家

数

所在地 

３ＤＫ 

（１階） 
１

中

村 

中

耐

４ 
３ＤＫ 

（４階） 

昭和 47 年度 無 無
水

洗

団

地

管

理
１

中村町桜が丘 

３ＤＫ

（１階） 
１

大

湊 

中

耐

３ ３ Ｄ Ｋ

（３階） 

昭和 48 年度 無 無
水

洗

団

地

管

理 １

大湊町 

３ＤＫ 

（３階） 
昭和 52 年度 １中

耐

３ 
３ＤＫ 

（１階） 
昭和 51 年度 １

西

豊

浜 
簡

２ 
２ＤＫ 昭和 54 年度

無 無
水

洗

団

地

管

理
３

西豊浜町 
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昭和 44 年度 １粟

野 

簡

平 
２Ｋ 

昭和 46 年度
無 無

汲

取
無

１
粟野町 

合計 11  

※ 簡平…簡易耐火平屋建 簡２…簡易耐火２階建 中耐３…中層耐火

３階建 中耐４…中層耐火４階建 

４ 入居申込資格 

 (1) 伊勢市内に住所又は勤務場所を有すること。 

 (2) 現に住宅に困っていることが明らかであること。 

 (3) 現に同居し、又は同居しようとする者で、夫婦（事実上婚姻関係に

ある者及び婚約中の者で入居契約時に婚姻の届出をして入居できる者

を含む。）又は親子を主体として独立の生計を営み、申請人を含む家族

数が２人以上であること。ただし、身体障害者等は単身入居できる。 

 (4) 税を完納していること。 

 (5) 公営住宅法施行令（昭和 26 年政令第 240 号）第６条第５項に規定す

る基準の収入を超えないこと。 

５ 入居者の決定 

  市営住宅入居者選考委員会で入居資格適格者となった者について、公

開抽選を行い、入居者を決定します。 

  なお、公開抽選は、申込者数がそれぞれの空家数を上回った場合に行

います。 

 (1) 日時 平成 19 年３月３日（土） 午前 10 時 00 分より 

 (2) 場所 ハートプラザみその 多目的ホール 

６ 住宅への入居 

  入居決定後、10 日以内に所定の手続を行い、入居していただきます。 

  なお、10 日以内に所定の手続をしないときは、入居の決定を取り消し

ます。 

７ 申込方法 
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  伊勢市都市整備部建築住宅課で伊勢市営住宅入居申込用紙を受け、必

要事項を記入の上、世帯全員の住民票の写し、所得証明書及び税の完納

証明書等の必要書類を添付し、申込みをしてください。 

  なお、申込みは、希望する住宅を指定していただきます。 

８ その他 

  詳細については、伊勢市都市整備部建築住宅課住宅係（TEL0596-21- 

5596・5597）へ問い合わせてください。 
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伊勢市公告第５号 

 

   犬の抑留について 

 

 次の犬を狂犬病予防法（昭和 25 年法律第 247 号）第６条第１項の規定に

より抑留した旨の通知が三重県伊勢保健福祉事務所長からありましたので、

同条第８項の規定により公告します。 

 

  平成 19 年１月 31 日 

 

                 伊勢市長 森 下 隆 生     

 

１ 抑留した犬 

番号 捕獲した場所 種類 毛色 性別 体格 年齢 その他 

１ 伊勢市浦口 チワワ ベージュ 不明 小 不明  

２ 抑留した日 平成 19 年１月 30 日 

３ 抑留期限  平成 19 年２月２日 

４ 連絡先 

  伊勢市生活環境部環境政策課（電話 0596-21-5540） 

  三重県伊勢保健福祉事務所保健衛生室（衛生指導課）（電話 0596-27-5151） 
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正     誤  

 平成 17 年 11 月 20 日付け伊勢市公報第１号の市道路線変更に

ついて（平成 17 年伊勢市告示第 19 号）中  

頁   誤  正  

116 

 

148 ～

151 の

項 路 線

名 の 欄  

湯 田 1 号  

相 合 1 号 線  

相 合 2 号  

相 合 2 号 線  

相 合 3 号  

相 合 3 号 線  

相 合 4 号  

相 合 4 号 線  
 

湯 田 1 号  

湯 田 1 号 線  

湯 田 2 号  

湯 田 2 号 線  

湯 田 3 号  

湯 田 3 号 線  

湯 田 4 号  

湯 田 4 号 線  
 

    

123 207 の

項 路 線

名 の 欄  

元 町 43 号  

小 俣 元 町 43 号 線
 

元 町 43 号  

元 町 43 号 線  
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